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第

八

十

五

号

議

案

 

  

活

力

あ

る

区

内

産

業

を

推

進

す

る

条

例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

五

年

九

月

二

十

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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活

力

あ

る

区

内

産

業

を

推

進

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

内

で

活

動

す

る

事

業

者

は

、

い

つ

の

時

代

も

創

意

工

夫

を

図

り

な

が

ら

自

ら

の

事

業

目

的

を

達

成

す

る

た

め

、

努

力

を

重

ね

て

き

ま

し

た

。

 

こ

れ

ら

事

業

者

の

営

み

は

、

江

戸

川

区

の

経

済

を

支

え

、

江

戸

川

区

民

の

生

活

を

支

え

、

地

域

に

力

を

与

え

て

き

ま

し

た

。

 

江

戸

川

区

は

と

も

に

生

き

る

ま

ち

を

目

指

す

条

例

の

考

え

の

も

と

、

ど

の

よ

う

な

時

代

に

あ

っ

て

も

事

業

者

の

営

み

を

側

面

か

ら

支

援

し

、

活

力

あ

る

区

内

産

業

を

推

進

す

る

こ

と

で

、

地

域

経

済

の

発

展

と

誰

も

が

生

き

生

き

と

安

心

し

て

暮

ら

す

こ

と

の

で

き

る

地

域

社

会

の

実

現

を

目

指

し

、

こ

の

条

例

を

定

め

ま

す

。

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

条

例

は

、

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

に

お

い

て

活

動

す

る

事

業

者

に

対

し

て

区

が

支

援

す

る

施

策

（

以

下

「

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

」

と

い

う

。

）

を

実

施

す

る

際

の

基

本

方

針

及

び

区

の

責

務

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

に

よ

り

、

活

力

あ

る

区

内

産

業

の

推

進

を

図

り

、

地

域

経

済

の

発

展

と

誰

も

が

生

き

生

き

と

安

心

し

て

暮

ら

す

こ

と

の

で

き

る

地

域

社

会

の

実

現

に

寄

与

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

（

定

義

）

 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

「

事

業

者

」

と

は

、

江

戸

川

区

内

（

以

下

「

区

内

」

と

い

う

。

 

に

お

い

て

事

業

活

動

を

行

い

、

又

は

こ

れ

を

行

お

う

と

す

る

法

人

、

団

体

及

び

個

人

を

い

う

。

 

（

基

本

方

針

）

 

） 
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第

三

条

 

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

は

、

多

様

な

事

業

者

が

自

ら

の

事

業

目

的

を

達

成

す

る

た

め

の

創

意

工

夫

及

び

努

力

に

対

し

て

支

援

す

る

こ

と

を

基

本

と

す

る

。

 
（

区

の

責

務

）

 

第

四

条

 

区

は

、

前

条

の

基

本

方

針

に

の

っ

と

り

、

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

責

務

を

有

す

る

。

 

２

 

区

は

、

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

と

と

も

に

、

区

内

経

済

の

好

循

環

を

推

進

す

る

施

策

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

）

 

第

五

条

 

区

は

、

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

と

し

て

、

次

に

掲

げ

る

事

項

を

実

施

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

事

業

活

動

に

関

す

る

あ

ら

ゆ

る

相

談

に

対

応

で

き

る

体

制

の

整

備

及

び

充

実

を

図

る

こ

と

。

 

 

二

 

創

業

及

び

事

業

承

継

の

支

援

を

図

る

こ

と

。

 

 

三

 

経

営

の

革

新

及

び

経

営

規

模

の

拡

大

を

図

る

こ

と

。

 

 

四

 

経

営

基

盤

の

安

定

化

を

図

る

こ

と

。

 

２

 

区

は

、

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

等

を

実

施

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 

一

 

事

業

者

に

関

す

る

調

査

分

析

の

実

施

及

び

結

果

の

公

表
 

 

二

 

財

政

そ

の

他

の

措

置
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三

 

事

業

者

支

援

に

関

す

る

施

策

の

周

知

及

び

理

解

促

進

 

（

施

策

の

推

進

体

制

及

び

意

見

の

聴

取

）

 
第

六

条
 

区

は

、

国

及

び

都

そ

の

他

の

関

係

機

関

と

相

互

に

連

携

を

図

り

、

事

業

者

支

援

に

係

る

施

策

を

効

果

的

に

行

う

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

協

力

体

制

を

充

実

さ

せ

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

区

は

、

事

業

者

及

び

関

係

機

関

・

団

体

の

意

見

を

聴

取

し

、

施

策

に

反

映

す

る

よ

う

努

め

る

こ

と

と

す

る

。

 

（

変

化

へ

の

対

応

）
 

第

七

条

 

区

は

、

将

来

の

環

境

及

び

社

会

的

な

状

況

の

変

化

に

対

応

し

て

い

く

た

め

、

必

要

に

応

じ

て

、

こ

の

条

例

の

内

容

を

見

直

す

こ

と

と

す

る

。

 

（

委

任

）

 

第

八

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

江

戸

川

区

長

が

別

に

定

め

る

。

 

 
 

 
 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

   

（

説

明

）

 

活

力

あ

る

区

内

産

業

を

推

進

す

る

こ

と

で

、

地

域

経

済

の

発

展

と

誰

も

が

生

き

生

き

と

安

心
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し

て

暮

ら

す

こ

と

の

で

き

る

地

域

社

会

を

実

現

す

る

た

め

、

区

の

責

務

及

び

区

の

施

策

の

基

本

的

事

項

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


